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１．イントロダクション

　組織が環境に適応し、生存し続けるためには、
自らの行動の結果を省察し（Schön、1983）、行
動パターンを更新する必要がある。これは、政
府を含む公組織にもあてはまる 1）。政府は、政
策を見直し、改善しなければならない。しかし、
日本の中央省庁及び地方自治体は、省察が不十
分だと批判される。政策評価の制度はあっても
本来の目的を十分に達成しておらず、形骸化し
ていると指摘される（田中、2019）。
　このような日本の政府の振る舞いを象徴する
言葉が、「行政の無謬性」（government infallibil-
ity）である。この語は、政府機関は自らを無謬
で完全な存在と考え、それゆえ自らの行動を反
省し修正する必要がないと考えているとの批判
である（有馬、2009; 西尾、2018; 新藤、2019）。
完璧を目指すことが望まれるとしても、無謬性
を過剰に追及しすぎることは弊害を伴う。例え
ば、無謬性の過剰な追求は柔軟に政策を変更す
ることの障害となる（加藤、2009; 佐藤、2019; 
但木、2009）。さらに、自らの無謬を装おうと
して、文書偽造のような不適切な事象を引き起
こす可能性がある（村木、2013）。一方、無謬
性を求める外圧が政府の行動を制約し、適切な
政策を選択することを妨げることがある（嘉田
ら、2010）。このように、行政の無謬性は、政
府の行動に対する重要な規定因であると考えら
れる。
　ところで、Nakanishi（2024）は、先行研究レ
ビューに基づき、メディアにおいて行政の無謬
性が以下の 4 側面について言及されていること
を見出した。すなわち、政府は決して間違うこ

とがないという「神話」、政府は間違ってはなら
ないという政府自身にとっての「主義」、政府は
間違いを犯すはずがないという政策立案及び実
行時の「前提」、そして政府は間違いを犯しては
ならないという外部からの「圧力」である。先
行研究は、これら 4 側面のいずれかを扱ってき
た。
　しかし、先行研究の多くは理論的考察や法制
度に関する検討である。「行政の無謬性」に関す
る政府職員の実際の認知や、その認知が職員の
行動に及ぼす影響に関する経験的な検討は十分
でない。そこで本研究は、政府職員からみた行
政の無謬性を探索することを目指す。リサーチ
クエスチョンは、「政府職員は、行政の無謬性を
どのように捉えているのか、その認知は行動に
どのように影響しているか」である。この問い
に迫る第一歩として、本研究は、質問紙調査を
通じて政府職員の声を広く収集し、これを分析
する。
　その結果、必ずしも無謬主義や無謬前提をよ
しとしていないという政府職員の認識や、無謬
前提を強いる法制度の存在を明らかにした。す
なわち、行政の無謬性に対するメディアの批判
は正確ではない。さらに、過剰な無謬圧力の弊
害の実態を明らかにした。メディアは、自らの
行為の弊害を顧みず政府に圧力をかけているの
である。
　本稿の構成は以下の通りである。次節では、
行政の無謬性とメディアの影響に関する先行研
究の主張を概観する。次に、分析方法とデータ
について説明し、分析結果を示す。その上で、
結果を先行研究と比較する形で考察し、結論を
述べる。なお、上記のうち本稿（１）では、結
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果のうち記述統計（政府職員の認知の概要）に
至るまでを示す。回答の解釈やそれに基づく考
察および結論については、（２）にて示す。

２．理論的背景

　Nakanishi（2024）は、先行研究レビューに基
づき、日本の行政の無謬性が、以下の 4 つの側
面に関して言及されていることを見出した。す
なわち、神話、主義、前提及び圧力である。本
節では、それら側面の意図と、先行研究の主張
を概観する。

2.1．無謬神話
　「無謬性神話」とは「政府は決して間違いを犯
さないという根拠なき共通信念」（Nakanishi、
2024、p. 2）をいう。この語は、メディアや野
党による政府批判の文脈で頻繁に使われてい
る。しかし先行研究は、「外部からみた無謬神
話」は過去の遺物に過ぎず、市民はもはや政府
を無謬とは見ていないと主張する。そのきっか
けは、1990 年代に生じた官僚による一連の不祥
事である（岩本、2007）。不祥事が政府への信
頼を棄損し、もはや無謬ではありえないと思わ
せるに至ったという。また、情報公開法の制定
や透明性を求める外部圧力の結果、政府はその
瑕疵を隠しきれなくなり、自らを完璧と見せ続
けることが困難になった（西尾、2018）。
　一方、新聞は、政府職員が自らを無謬だと信
じる「内的無謬神話」は健在と主張する。そし
て以下に説明するように、新聞は、無謬神話信
奉が、政府職員の驕りや無責任体質につながる
という（例えば、日経、2017 年 6 月 16 日）。さ
らに、行政職員による「内的無謬神話」の信奉
が、次に述べる無謬主義（無謬を追求しようと
するドクトリン）や無謬前提（無謬であること
を前提とした政策決定・実行）を強めるのであ
る（Nakanishi、2024）。

2.2．無謬主義
　無謬主義とは、「『政府は間違いを犯してはな
らない』というドクトリン」（Nakanishi、2024、
p. 2）をいう。この原則に従い政府は施策を完

璧に実行しようとする（渡邊、2006）。たとえ
ば、無謬性担保は日本の公共調達の基本的な運
営原則である（碓井、1994）。この原則に基づ
き調達担当者は、一定の品質を確保し、期限内
に工事を完成させ、会計検査に合格しなければ
ならない。
　しかし、無謬主義への過度の固執は政策立案・
実行におけう意思決定の遅延といった副作用を
もたらす。「絶対に失敗しない」と確信するま
で、政府は政策実行に踏み切れないからである

（岩本、2007）。新聞も、無謬主義への固執は変
化の激しい現代社会に適さないと指摘する。失
敗を恐れず、むしろ試行錯誤を行う形で政策立
案・実行すべきとの主張である（日経、2022 年
2 月 22 日）。

2.3．無謬前提
　無謬前提とは「『政府は間違いを犯さない』と
いう政策立案・実行時の前提」をいう（Nakanishi、
2024、p. 3）。無謬前提は、政府に対して、将来
にわたって行政の無謬性が保証されるような意
思決定（のみ）を行い、また、（現実とは無関係
に）過去の意思決定が無謬であるとみなされる
ような行動をとるよう促す。
　無謬前提のもとで政府は、目標を完璧に達成
するため、あるいはそのように見せかけるため、
当初より目標水準を下げたり、事後的に目標達
成を装ったりする。重要なのは、無謬前提の関
心は、無謬の「体裁」を保つことにあるという
点である。この点において無謬前提は、本質的
な成果達成と向上を目指す無謬主義と異なる。
　無謬前提は、政策形成及び実行の各段階にお
いて、政府の行動に悪影響を及ぼす。政策形成
段階において政府は、成功が約束された政策し
か立案しなくなる（完璧の想定）。また、政策実
行段階においては、既定の政策の変更や中止が
必要になってもそれをためらったり（政策変更
忌避）、無謬性を確保するために欠陥を取り繕お
うとしたりする（取り繕い）。以下、無謬前提の

「意図せざる結果」を取り上げる。

2.3.1．政策形成段階
　政策形成段階では、将来において政府が間違
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いを犯さないと想定される。このため政府は、
無謬性を前提に政策を立案し、制度を整備する。
その志向性は以下のとおりである。
　リスク回避　政府は無謬前提を担保するた
め、あらかじめ想定された完璧さを求めリスク
回避的な政策を立案する。このリスク回避志向
のもと、COVID-19 対応において、「失敗を前提
にした議論」が行われず（日経、2021 年 3 月 7
日）、適切な対策を取ることができなかった

（Kaneda et al.、2023）。
　完璧の想定　また、政府は完璧であって「失
敗は生じないはず」なので、政策を策定する際
に将来起こりうる失敗を想定したシナリオを構
築することができなくなる。日経（2018 年 5 月
22 日）によれば政府は、「政府は財政再建に責
任があるのだから、それが失敗したときに起き
る『財政破綻後』を考えてはならない。日本銀
行は 2% インフレを達成する責任があるのだか
ら、達成できなかった場合の『出口戦略』を考
えてはならない。」と考えている。また、「行政
機関の保有する個人情報の保護に関する法律」

（平成 15 年法律第 58 号）は、公務員による情
報漏洩について、政府機関に対する罰則を定め
ていない。行政機関が罰則の対象となるような
誤りを犯すはずはないと想定されるからである

（読売、2002 年 6 月 8 日）。

2.3.2．政策実行段階
　省察の障害　政策実施段階では、無謬前提が
過去の政策に対する省察の障害となる（小
林、2021）。そもそも政府は完璧であるはずだ
から、省察もこれに伴う改善も必要ないという
ロジックである。「ある政策を成功させる責任を
負った当事者の組織は、その政策が失敗したと
きのことを考えたり議論したりしてはいけな
い」と政府は考えているというのである（日経、
2018 年 5 月 22 日）。
　政策変更忌避　ひとたび実行された政策を変
更すると、「当初政策は完璧でなかった」と評価
され、行政の無謬性が棄損される。このため政
府は「見かけの無謬」の堅持を志向する無謬前
提のもと、最初の政策決定を修正する必要があ
ると認識しても、政策変更を回避しようとする

（小林、2021）。たとえば、1972 年、日本銀行
は、自らの無謬前提に囚われ、公定歩合引き上
げが求められる局面においてこれをできなかっ
た（大山・佐分利、1992）。日銀は、公定歩合
を引き上げることが、直前に下した「公定歩合
引き下げ」という自らの決定の無謬性を棄損す
ると考えたのである。その結果日銀はその後の
過剰流動性を招いてしまった。但木（2009）は、
厚生労働省が過去のハンセン病患者隔離政策の
国家賠償請求訴訟で控訴にこだわったのは、控
訴断念によって敗訴を受け入れることにより当
初方針の無謬性を傷つられることを懸念したか
らだと主張している。Kaneda et al.（2023）は、
初期の政策への固執が COVID-19 パンデミック
に対抗するための有効な措置の実施を妨げたと
している。他の政策領域においても、1980 年代
後半のバブル経済崩壊を受けた経済政策におけ
る不手際（日経、2001 年 7 月 22 日）や狂牛病
の上陸阻止失敗（日経、2002 年 1 月 21 日）は、
無謬前提への固執に伴う政策変更回避の結果と
指摘される。
　取り繕い（不適切な事後処理）　無謬前提のも
と、政府は、自らの無謬性を取り繕うため、不
適切な行動（極端な場合、不祥事につながる）
を取ることがある。先に説明したように、公共
調達において調達者は、無謬前提のもと自らの
積算額（予定価格 2））に「合理的に近い」価格
での落札を望む。このような「妥当な」落札価
格を確保するため、極端な場合、調達者が談合
を主導することもある（楠、2017）。警察や検
察も自らの威容を保つため捜査の無謬性を保と
うとする（新田、2001）。このため、たとえ当
初方針に誤りがあったとしてもそれを取り繕お
うとする。このような姿勢が無理な取り調べや
真実からかけ離れた文書作成につながる（村
木、2013）。こうして無謬前提が冤罪を生むの
である。大阪地検特捜部主任検事による証拠改
ざん事件（10 月 2 日、朝日、2010 年 10 月 22
日; 産経、2011 年 9 月 8 日）や、女性事務員冤
罪事件（産経、2023 年 4 月 24 日）は、その例
である。これらの事件では、警察や検察は当初
想定した事件の枠組みに固執し、その誤りが露
呈してもこれを修正しなかった。
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　秘密主義　無謬前提に固執することは、上記
のようなスキャンダルの温床となる秘密主義に
もつながる。すなわち政府は、自分の誤りを暴
く可能性のある情報を隠そうと試みる。神奈川
県警の覚せい剤使用隠蔽事件（日経、1999 年 11
月 17 日; 読売、1999 年 11 月 13 日）はその例で
ある（新田、2001）。このように、不自然なま
での無謬性の追求が不祥事の温床となると指摘
される（日経、2010 年 9 月 22 日）。

2.4．無謬圧力
　無謬追求志向は、政府内部からのみ生じるわ
けではない。外部すなわちメディアや市民も、
政府（村木、2013）やその指導者（Arendt、1958）
が無謬であることを強く求める。本稿では、こ
のような「『政府は誤ってはならない』という外
部圧力」（Nakanishi、2024、p. 12）を無謬圧力
とよぶ。無謬圧力のもと、政府は無謬主義を強
める。
　完璧志向自体は行政行為の成果向上につなが
るものであり、一義的には望ましい姿勢だろう。
しかし無謬圧力は、意図せざる結果として無謬
前提をも強める。すなわち、オーディエンスが
無謬を求める結果、政府は、意思決定に時間を
要するようになり、また、失敗のないリスク回
避 的 行 動 を 選 択 す る よ う に な る（ 嘉 田
ら、2010）。また政府は、責任が自らに及ばな
いよう、外部に責任を転嫁するような仕組みを
作る。自治体による、法的根拠なき外部委員会
の設置は無謬圧力の帰結である（永松、2019）。
委員会の勧告に従うという形を取ることで、自
治体は、たとえ実質的な意思決定を自らが行っ
ていたとしても問題発生時の責任を回避するこ
とができるのである。
　しかしこれまで先行研究（例えば、嘉田
ら、2010）が無謬圧力による政府への負の影響
を指摘する一方で、メディアは、無謬圧力につ
いてほとんど言及しておらず、この外部圧力の
弊害を十分に認識していない（Nakanishi、2024）。
　もちろん近年は少数ながら外部からの無謬圧
力が行政の無謬主義を強化するとの記事も存在
する（朝日、2013 年 4 月 11 日; 日経、2022 年
2 月 22 日）。無謬圧力にさらされた政府が、体

裁を保つために、無謬前提に一層偏るとも指摘
される（朝日、2005 年 2 月 28 日）。こうして、
外部からの無謬圧力が、試行錯誤を妨げ、結果
的に、行政のデジタル変革を遅らせていると指
摘される（日経、2023 年 5 月 25 日）。
　しかし、重要なことに、これらの記事は、圧
力行使者として、自らを含むメディアではなく、
一般市民を想定している。メディアは政府に対
す る 強 力 な 圧 力 行 使 者 で あ る は ず な の に

（Christensen & Yoshimi、2001; Kodate、2012; 
Krause、2015; McQuail、2003; Reichersdorfer et 
al.、2013; Yazaki、2017）、稀な記事（朝日、2013
年 4 月 11 日）を除き、自らの圧力の副作用にか
かるメディアの言及は十分でない。メディアは、
自らの行動とその意図せざる帰結を意識するこ
となく、政府に圧力をかけているのである（Na-
kanishi、2024）。このようにメディアは、政府
職員による無謬神話信奉を批判する一方で、自
らによる無謬圧力（とその副作用）については
ほとんど触れていないのである。

2.5．小括
　このように、先行研究によれば、「行政の無謬
性」という用語は、神話、主義、前提、圧力と
いう 4 つの異なる側面を持っている。それらの
うち、無謬神話については、不祥事や情報公開
の制度化の結果、外部者はもうこれを信じてい
ないと、先行研究は主張する（例えば、岩本、
2007；小林、2021; 西尾、2018）。一方、メディ
アによれば、政府内部ではいまだ無謬神話が根
強く信じられているという。
　また、無謬主義や無謬前提に固執する政府の
態度は、様々な弊害を生じさせていると先行研
究により指摘され（岩本、2007；楠、2017；村
木、2013；大山・佐分利、1992；但木、2009）、
新聞によっても批判されている。「行政の無謬
性」は、政権を批判するためのレッテルとして

「名詞化」されているといってよいだろう（Best、
1990; 伊藤、1996; 中原、2023）。
　このような神話、主義、前提に関する議論が
ある一方で、無謬圧力に関する検討は十分では
ない。特に、新聞が外部からの無謬圧力に言及
することはほとんどない。朝日（2013 年 4 月 11
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日）や日経（2023 年 5 月 25 日）のように、新
聞記事は、市民による過剰な外部無謬圧力の悪
影響を指摘しながらも、メディア自らの圧力が
行政の無謬性原則や無謬性前提への固執を強め
る可能性を十分には認めていない。また、市民
からの無謬圧力の影響についても、いくつかの
領域での論考（嘉田ら、2010；永松、2019 な
ど）はあるものの、その考察範囲は限定的であ
る。このため、無謬圧力が行政に及ぼす影響に
ついての、エンピリカルな検討が望まれる。
　このように、先行研究が行政の無謬性の各側
面が行政行為に及ぼす影響を検討してきた一
方、当の政府職員たちがこれをどのように捉え
ているのか、その実態に迫った研究は見当たら
ない。Nakanishi（2024）は新聞記事の言説の分
析を通じて外部が行政の無謬性をどのように見
ているかを明らかにしたが、内部者はこれとは
異なる見方をしているかもしれない。
　政府職員及び政府組織の行動を知る上で、内
部者の認知を知ることは重要である。内部者の
認知を知ることなく、本当に自己神話を信じて
いるのか、本当に主義や前提に囚われて行動し
ているといえるのか、判断はできない。また、
新聞が意識しない圧力がどの程度政府職員の行
動に影響しているのか、当事者の認知を知るこ
となく、断言することはできない 3）。そこで本
研究は、政府職員からみた行政の無謬性を探索
することを目指す。我々のリサーチクエスチョ
ンは、「政府職員は、行政の無謬性をどのように
知覚しているのか、そして、その知覚は行動に
どのように影響しているか」である。

3．方法

　本研究では、行政の無謬性に関する政府職員
の認知を探索する第一歩として、質問紙調査を
行った。データは、調査会社を通じて 2024 年 6
月 3～5 日の間に収集した。43,938 人に質問紙
を送付し、1,473 人から回答を得た（回収率
=3.4%）4）。質問紙を送付した対象は、当該調査
会社に登録しているモニター（20~60 歳）のう
ち基本属性「職業」で「公務員・団体職員」を
選択している者である。回答者のプロフィール

は表 1 のとおりである。

表 1　回答者

属性 回答
性別 男 : 1199 （81.4%）

女 : 274 （18.6%）
所属 国 （総合職）: 75 （5.1%）

国 （一般職）: 371 （25.2%）
国 （専門職）: 227 （15.4%）
地方自治体 : 563 （38.2%）
独立行政法人 : 237 （16.1%）

職種 行政系 : 510 （34.6%）
専門職系 : 138 （9.4%）
技術系 : 188 （12.8%）
心理系 : 7 （0.5%）
福祉系 : 26 （1.8%）
公安系 : 278 （18.9%）
資格免許職系 : 249 （16.9%）
その他 : 77 （5.2%）

公務員経験合計年数 < 1: 17 （1.2%）
< 5: 76 （5.2%）
< 10: 94 （6.4%）
< 15: 115 （7.8%）
< 20: 143 （9.7%）
< 25: 205 （13.9%）
< 30: 243 （16.5%）
< 35: 314 （21.3%）
< 40: 215 （14.6%）
40+:  51 （3.5%）

n = 1473
出所：筆者

　主な質問項目は表 2 のとおりである。なお、
「あなたは『行政の無謬性』を、どのようなもの
と解釈していますか？」の質問における選択肢
は、基本的に「理論的背景」において抽出した
行政無謬の 4 側面（神話、主義、前提、圧力）
に対応している。ただし、神話、主義、前提と
いった語は、それらの持つ強い響きから、回答
者にバイアスや拒否感を生じさせる可能性があ
る。このため、そのような影響を避けるため、
これらの語はそれぞれ以下のように表現を置き
換えた。すなわち、神話は、「行政は、その政策
の決定や執行において、決して間違えることが
ない」という行政自身の「信念」に言い換えた。
主義は、「行政は、その政策の決定や執行におい
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て、間違ってはならない」という行政自身の「志
向」に言い換えた。前提は、「行政は、過去の政
策の決定や執行に関して、間違ったと認めては
ならない」という行政自身の「姿勢」に言い換
えた。また、それら 4 側面に加え、無謬である
ことに固執する姿勢全般に対する「批判」も選
択肢に加えた。政府職員からみた行政の無謬性
を正確に捉える上で、他の側面と切り離して質
問した方が回答しやすいと判断したためである。
　なお、この調査は、「行政組織による既存の決
定の変更に関する調査」の一部として行われた。
また、趣旨に同意した回答者のみが具体的設問
への回答に進む形の設計とすることにより、回
答者のインフォームドコンセントを得た。

表 2　主な質問

質　問

（1）�あなたは「行政の無謬性」について、何らかの
意味で聞いたことがありますか？（はい／いい
え／わからない　から選択）

（2）�あなたは「行政の無謬性」を、どのようなもの
と解釈していますか？（以下から複数選択）

　　�「行政は、その政策の決定や執行において、決
して間違えることがない」という、行政自身の

「信念」（「無謬神話」に相当）

　　�「行政は、その政策の決定や執行において、間
違ってはならない」という、行政自身の「志
向」（「無謬主義」に相当）

　　�「行政は、過去の政策の決定や執行に関して、
間違ったと認めてはならない」という、行政自
身の「姿勢」（「無謬前提」に相当）

　　�「行政は決して間違ってはならない」という外
部（メディア等）からの「期待」・「圧力」（「無
謬圧力」）

　　�「行政は自らの間違いを認めようとしない」と
いう外部（メディア等）からの「批判」（「無謬
前提」に対する批判）

　　�その他

（3）上記を選んだ理由（自由記述）

（4）その他のコメント（自由記述）

出所：筆者

　自由記述による回答を分析するには、雑多な

記述を、意味のあるグループに分類しなければ
ならない。このため、グラウンデッド・セオ
リー・アプローチ（Strauss & Corbin、1998）の
方法を準用した。すなわち、回答から研究目的
に関連する部分を回答から抽出し、コード化し
た。次に、神話、主義、前提、圧力及び批判の
各カテゴリーそれぞれについて、関連するコー
ドを、それぞれの由来、理由、弊害、のぞまれ
る姿等のサブカテゴリーにグループ分けした。
次に、サブカテゴリー間の関係を検証した。ま
た、バイアスを防止するために、結果とデータ
を継続的に比較した。分析には、質的データ分
析ツール MAXQDA（Version Plus 2020）を使
用した。

４．結果

　本研究の主目的は、行政の無謬性を政府職員
がいかに認識しているかを明らかにすることで
ある。ただし本節では、その内容の分析結果を
提示する前に、そもそも、どの程度の政府職員
が「行政の無謬性」を認知しているか、統計分
析の結果を示す。

4.1．「行政の無謬性」の認知度
　有効回答（n=1473）中、「あなたは『行政の
無謬性』について何らかの意味で聞いたことが
ありますか？」の質問に対して、「はい」と回答
し た 者 は 337 人（22.9%）、「 な い 」 が 604 人

（41.0%）、「わからない」が 532（36.1%）であっ
た。この数字だけでは、「行政の無謬性」が政府
職員にとって一般常識といえるか否か判断でき
ない。しかし、全ての政府職員とはいえなくと
も、一定程度（4 人に 1 人）が行政の無謬性との
語を耳にした経験があるということができよう。
　表 3 は、回答者の「行政の無謬性」の認知度
について、所属組織属性別に示したものである。
カイ 2 乗検定の結果、p = .0015 であり、所属
組織間で有意な差がある。個別の検定は行って
いないが、国家公務員（総合職）において、認
知度が高い。このカテゴリーでは 42.7% が「は
い」と回答しており、「いいえ」（29.3%）より
多い。「はい」が「いいえ」よりも多いのは、国
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家公務員総合職のみである。
　表 4 は、回答者による「行政の無謬性」の認
知度について、職種別に整理したものである。
カイ 2 乗検定の結果、p = .0007 であり、職種
間で有意な差がある。職種中、とくに行政系と

専門職系は、「無謬」を耳にした経験を有意に認
識している。なお、心理系が最も高い認知度

（42.9%）を示しているが、人数が 7 人と小さい
ので、評価は避ける。一方、公安系や資格免許
職系において「行政の無謬性」の認知度は低い。

　表 5 は、「行政の無謬性」のどの側面を認識し
ているかについて質問した結果である（複数回
答）。何らかの形で行政の無謬性について聞いた
こ と の あ る 人（n=337） の う ち、 ほ ぼ 半 数

（49.9%）が主義を認識していた。第 2 が前提
（28.8%）であった。次いで、批判（23.4%）、神
話（22.2%）、圧力（21.4%）がほぼ同じ割合で
続いていた。なお、認識している側面について
は、回答者の所属組織や職種間で有意差はみら
れなかった。

表 3　「行政の無謬性」の知覚（所属別）

所属　　 はい いいえ わからない 計
国 （総合職）   32 （42.7%）   22 （29.3%）   21 （28.0%）     75 （100%）
国 （一般職）   84 （22.6%） 169 （45.6%） 118 （31.8%）   371 （100%）
国 （専門職）   41 （18.1%）   95 （41.9%）   91 （40.1%）   227 （100%）
地方自治体 124 （22.0%） 226 （40.1%） 213 （37.8%）   563 （100%）
独立行政法人   56 （23.6%）   92 （38.8%）   89 （37.6%）   237 （100%）
計 337 （22.9%） 604 （41.0%） 532 （36.1%） 1473 （100%）

n = 1473
出所：筆者

表 4　「行政の無謬性」の知覚（職種別）

職種　　 はい いいえ わからない 計
行政系 149 （29.2%） 199 （39.0%） 162 （31.8%）   510 （100%）
専門職系   38 （27.5%）   60 （43.5%）   40 （29.0%）   138 （100%）
技術系   40 （21.3%）   71 （37.8%）   77 （41.0%）   188 （100%）
心理系     3 （42.9%）     2 （28.6%）     2 （28.6%）       7 （100%）
福祉系     4 （15.4%）   12 （46.2%）   10 （46.2%）     26 （100%）
公安系   51 （18.3%） 129 （46.4%）   98 （35.3%）   278 （100%）
資格免許職系   42 （16.9%）   99 （39.8%） 108 （43.4%）   249 （100%）
その他   10 （13.0%）   32 （41.6%）   35 （45.5%）     77 （100%）
計 337 （22.9%） 604 （41.0%） 532 （36.1%） 1473 （100%）

n = 1473
出所：筆者

表 5　「行政の無謬性」の解釈（複数回答可）

　側面 「行政の無謬性」の解釈 (%)
　神話 75 (22.2%)
　主義 168 (49.9%)
　前提 97 (28.8%)
　圧力 72 (21.4%)
　批判 79 (23.4%)
　その他 8 (2.4%)
　計 337(100%)

n = 337（�「行政の無謬性」を知覚している回答者の数）
出所：筆者
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５．小括

　本稿は、政府職員が知覚する「行政の無謬性」
に関して、先行研究を概観した。そのうえで、

「政府職員は、行政の無謬性をどのように捉えて
いるのか、その認知は行動にどのように影響し
ているか」とのリサーチクエスチョンを探索す
るための方法を示し、結果のうち記述統計（政
府職員の認知の概要）を示した。回答の解釈や
それに基づく考察および結論については、続編

（２）にて示す。

注
	 1）	 政府の範囲の範囲は様々な形で定義可能である。例

えば議会は行政執行機関から見れば外部であるが、
住民からは政府の一部とみられることもある（山
口、1998）。省庁職員にとって所管大臣は、自組織
のトップと見られることも、自組織外にある直上階
層とも見られることもある。本稿は、この問題に深
入りせず、行政機関として、省庁や地方自治体に加
え、行政執行部（内閣）や司法機関（裁判所、検
察）も含めている。

	 2）	 予定価格とは、公共調達において発注者が入札に先
立ち自ら算定した積算額をいう。予定価格は、入札
成立のための上限価格として適用される。また、落
札価格を予定価格で除した数値は、落札率とよばれ
る。

	 3）	 もちろん、当事者の告白が全て真実だとはいえな
い。嘘をついていたり、思い違いをしている可能性
がある。この点は今後の検討課題としたい。

	 4）	 この低い回収率の理由として、以下が考えられる。
第 1 に、本調査は、本研究の分析対象以外の質問も
含め、回答者にとって負担の大きい自由記述式の項
目を多く含んだ。第 2 に、調査会社のモニターに、
そもそも参加意思の低いものが多く含まれていた。
第 3 に、回答期間（3 日間）が短かった。
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